
島 根 県 報
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生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第�	
��号 平成��年�月��日 (�)

事 業 者

実施する事業

事 業 所
指 定
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

社会福祉法人かなぎ
福祉会

浜田市金城町七条イ
����番地

介護老人福祉
施設

特別養護老人ホーム
かなぎ園

浜田市金城町七条イ
����番地

平成��年
�月�日

社会福祉法人かなぎ
福祉会

浜田市金城町七条イ
����番地

居宅介護支援
事業

緑ヶ丘居宅介護支援
事業所

浜田市金城町七条イ
����番地

平成��年
�月�日

社会福祉法人かなぎ
福祉会

浜田市金城町七条イ
����番地

通所介護
緑ヶ丘デイサービス
センター

浜田市浅井町���番
地�

平成��年
�月�日

社会福祉法人かなぎ
福祉会

浜田市金城町七条イ
����番地

介護予防通所
介護

緑ヶ丘デイサービス
センター

浜田市浅井町���番
地�

平成��年
�月�日

社会福祉法人かなぎ 浜田市金城町七条イ 短期入所生活 短期入所生活介護事 浜田市金城町七条イ 平成��年

� �

� �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

身体障害者福祉法の規定による医師の指定 （障害者福祉課） �

応急入院指定病院の指定 （ 〃 ） �

障害者自立支援法の規定による指定自立支援医療機関の指定 （ 〃 ） �

平成�
年度地方の臨時種畜検査に合格した種畜 （農畜産振興課） �

指定漁船調書の縦覧 （水 産 課） �

包括外部監査契約の締結 （監査委員事務局） �


 �

基本測量の実施 （用 地 対 策 課） �

基本測量の終了 （ 〃 ） �

都市計画変更の図書の縦覧（�件） （都 市 計 画 課） �

宅地建物取引業法の規定に基づく講習の指定 （建 築 住 宅 課） �
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平成��年�月��日 (火)
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(毎週火・金曜日発行)
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生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


身体障害者福祉法（昭和��年法律第��	号）第��条第
項に規定する医師を次のとおり指定したので、身体障害者福祉

法施行細則（昭和	�年島根県規則第��号）第�条の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第����号 平成��年�月��日(�)

福祉会 ����番地� 介護 業所かなぎ園 ����番地� �月
日

社会福祉法人かなぎ
福祉会

浜田市金城町七条イ
����番地�

介護予防短期
入所生活介護

短期入所生活介護事
業所かなぎ園

浜田市金城町七条イ
����番地�

平成��年
�月
日

社会福祉法人 湖北
ふれあい

松江市岡本町字新宮
��	�番地


通所介護
あいかの里第
デイ
サービスセンター

松江市岡本町字新宮
��	�番地

平成��年
�月
日

社会福祉法人 湖北
ふれあい

松江市岡本町字新宮
��	�番地


介護予防通所
介護

あいかの里第
デイ
サービスセンター

松江市岡本町字新宮
��	�番地

平成��年
�月
日

事 業 者

廃止する事業

事 業 所
廃 止
年月日名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

介護老人福祉
施設

特別養護老人ホーム
かなぎ園

浜田市金城町七条イ
����番地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

居宅介護支援
事業

居宅介護支援事業所
かなぎ園

浜田市金城町七条イ
����番地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

居宅介護支援
事業

緑ヶ丘居宅介護支援
事業所

浜田市金城町七条イ
����番地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

通所介護
緑ヶ丘デイサービス
センター

浜田市浅井町���番
地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

介護予防通所
介護

緑ヶ丘デイサービス
センター

浜田市浅井町���番
地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

短期入所生活
介護

短期入所生活介護事
業所かなぎ園

浜田市金城町七条イ
����番地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人けいび
ん会

浜田市金城町七条イ
����番地�

介護予防短期
入所生活介護

短期入所生活介護事
業所かなぎ園

浜田市金城町七条イ
����番地�

平成��年
�月	�日

社会福祉法人 いわ
み福祉会

浜田市金城町七条ハ
��番地�

居宅介護支援
事業

熱田介護支援事業所
浜田市熱田町�	番
地�

平成��年
�月	�日
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項に規定する精神科病院を次のと

おり指定したので、告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


障害者自立支援法（平成��年法律第���号）第�	条第
項に規定する指定自立支援医療機関を次のとおり指定したの

で、同法第��条第�号の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

第���	号 平成��年�月��日 (�)

医師の氏名 診療科目
従事する医療機関

指定年月日
名 称 所 在 地

高井 保幸 眼科 島根大学医学部付属病院 出雲市塩冶町��－� 平成��年�月��日

�丸 睦 循環器科 島根大学医学部付属病院 出雲市塩冶町��－� 平成��年�月��日

名 称 所 在 地 指定年月日

医療法人社団清和会西川病院 浜田市港町���－
 平成��年�月�日

医療法人昌林会安来第一病院 安来市安来町���－� 平成��年�月�日

指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 自立支援医療
の種類

指定年月日
名 称 所 在 地

松�クリニック 出雲市大津朝倉�丁目��－� 精神通院医療 平成��年�月�日

塩冶神前ふたば薬局 出雲市塩冶神前�丁目�ー��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

ファーマシィくにびき薬局 出雲市今市町����
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

まごころ薬局 出雲市武志町���－�
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

ファーマシィすこやか薬局 出雲市塩冶町����－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

あすなろ薬局 浜田市下府町�	－

育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

オリーブ薬局邑南店 邑智郡邑南町中野��	�－��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日

末次調剤薬局 松江市末次町��
育成医療
更生医療
精神通院医療

平成��年�月�日
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家畜改良増殖法（昭和��年法律第���号）第�条第�項第�号の規定に基づく平成��年度地方の臨時種畜検査に合格し

た種畜は、次のとおりである。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

���������


漁船損害等補償法施行令（昭和�	年政令第
�号）第�条第�項の規定により、漁船損害等補償法（昭和�	年法律第��

号）第���条第�項の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同令第�条第項の規定により、届出に係

る指定漁船調書を縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 届出事項

� 発起人の住所及び氏名

出雲市湖陵町大池���
－� 石飛正美

〃 湖陵町差海���－� 桑原朋己

〃 湖陵町二部����－� 森山 誠

� 加入区

湖陵町加入区

� 漁船損害等補償法第���条第�項の申出をする漁業協同組合の名称

漁業協同組合ＪＦしまね

� 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

告示の日から��日間

� 縦覧場所

漁業協同組合ＪＦしまね

��������


地方自治法（昭和��年法律第
	号）第���条の�
第�項の規定により平成��年度に係る包括外部監査契約を次のとおり

締結したので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 包括外部監査契約の期間の始期

平成��年�月�日

第���	�号 平成��年�月��日(�)

種畜証明書番号
名 前

（登録・登記番号）
品 種 検査成績

平��
島根県臨
第�号

桐花福（黒原����）
牛
黒毛和種

�級
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� 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

契約書で定める基本費用の額、契約書で定めるところにより算定した執務費用及び実費の額並びに契約書で定めると

ころにより算定した消費税及び地方消費税を合算した金額とし、�����万円を上限とする。

� 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

熱田雅夫 松江市南田町���－	


 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

監査の結果に関する報告の提出があった後に支払うものとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、概算払

をすることができる。

� �

測量法（昭和��年法律第���号）第��条第	項の規定により、基本測量の実施について国土交通省国土地理院長から次

のとおり通知を受けたので、同条第�項の規定により公告する。

平成��年
月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 作業種類

基本測量（	：�����地形図修正測量）

� 作業期間

平成��年
月�日から平成��年�月��日まで

� 作業地域

県内全域

測量法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、次の基本測量は、平成��年�月��日に終了した旨国土

交通省国土地理院長から通知を受けたので、同条第�項の規定により公告する。

平成��年
月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 作業種類

基本測量（	：�����地形図修正測量）

� 作業期間

平成��年
月�日から平成��年�月��日まで

� 作業地域

県内全域

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第	項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年
月�日

島根県知事 溝 口 善兵衛

	 都市計画の種類

出雲都市計画臨港地区

� 縦覧場所

第�����号 平成��年
月�日 ()
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島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画用途地域

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画道路

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画公園

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画緑地

第�
���号 平成��年�月�	日()
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� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画駐車場

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画ごみ焼却場

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

出雲都市計画汚物処理場

� 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

都市計画法（昭和��年法律第���号）第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定による都市計画の変更に

係る図書の写しの送付を受けたので、同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により次のとおり縦覧

に供する。

平成��年�月�	日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 都市計画の種類

第�
���号 平成��年�月�	日 (�)
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(送料共)

島 根 県 報

出雲都市計画火葬場

	 縦覧場所

島根県土木部都市計画課

宅地建物取引業法（昭和�
年法律第�
�号。以下「法」という。）第��条の	第	項（法第��条の�第	項において準

用する場合を含む。）の規定に基づき、法第�条第�項の規定により知事の登録を受けている者で宅地建物取引主任者証

の交付を受けようとするものが受講しなければならない講習を次のとおり指定する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛

� 主催者の名称、住所及び連絡先

社団法人島根県宅地建物取引業協会 松江市寺町���－� ���－��－�
�

	 開催日時並びに会場の名称及び所在地

� 受講料

������円

第���
�号 平成��年�月��日()

開催年月日 時 間 会 場 名 所 在 地

平成��年�月��日（金）
午前�時��分から午後�時

��分まで
浜田建設会館 浜田市原井町��－�

平成��年�月�日（金）
午前�時��分から午後�時

��分まで
ホテル宍道湖 松江市西嫁島	－��－��

平成��年�月�日（金）
午前�時��分から午後�時

��分まで
浜田建設会館 浜田市原井町��－�

平成��年�月��日（金）
午前�時��分から午後�時

��分まで
ホテル宍道湖 松江市西嫁島	－��－��


